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１【提出理由】

本投資法人は、本投資法人の運用体制が以下のとおり変更されますので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに特定

有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第３号に基づき本臨時報告書を提出するものであ

ります。

２【報告内容】

（１）変更の内容についての概要

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるプロロジス・リート・マネジメント株式会社（以下

「本資産運用会社」といいます。）は、総務、経理及びIT業務について、それぞれの専門性に応じた業務遂行を

更に深化させるため、 「総務経理部」を「総務部」、「経理部」及び「IT企画担当」に改組し、本投資法人の

資産運用に係る組織及び業務分掌を以下のとおり変更することを決定しました。

かかる変更に伴い、2024年２月27日付で提出された有価証券報告書の「第一部　第１ ファンドの状況　１　

投資法人の概況　（４）投資法人の機構」の一部が2024年３月１日付で以下のとおり変更されます。下線部は変

更箇所を示します。なお、削除箇所は明示していません。

第一部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

１　投資法人の概況

（４）投資法人の機構

②　投資法人の運用体制

前記のとおり、本投資法人は、資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。

(イ)　業務運営の組織体制

本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。

また、本投資法人の資産の運用等に関する事項を審議し、決定すること等を目的とする機関として投資運

用委員会を、本資産運用会社における法令、諸規程、諸規則その他に係るコンプライアンス上の問題の有無

を審議することを目的とする機関としてコンプライアンス委員会を、それぞれ設置しています。
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組織・機関 主な業務の概略

取締役会 以下に掲げる事項に関する重要な決定、その他の重要な業務執行の決定、取締役の職務の

執行の監督並びに代表取締役の選定及び解職を行います。

・ 株主総会関係

・ 株式及び社債等関係

・ 取締役会・役員・重要な使用人関係

・ 組織、規程等関係

・ 決算・会計関係

・ 業務関係

・ 重要な財産の処分及び譲受

・ 多額の借財

・ 社内監査（検査）計画及び改善計画の承認

・ 投資運用委員会及びコンプライアンス委員会の外部委員の選任及び解任

投資運用部 a. インベストメントチーム

・ 本投資法人の取得資産の選定及び評価その他の取得に関する業務

・ 本投資法人の保有資産の譲渡に関する業務

・ 本投資法人運用資産の譲渡計画策定及び資産の譲渡実行に関する業務

・ その他付随する業務

b. オペレーションチーム

・ 本投資法人運用資産の管理運用計画策定及び実行に関する業務

・ 本投資法人運用資産の賃貸計画策定及び実行に関する業務

・ 本投資法人の保有資産の管理に関する業務

・ 本投資法人の保有資産のプロパティ・マネジメント会社の選定、指示及び監督に関

する業務

・ 本投資法人の保有資産のビル・マネジメント会社の選定、指示及び監督に関する業

務

・ 本投資法人の保有資産に関する債権債務の管理に関する業務

・ 不動産市場・物流市場の調査分析に関する業務

・ その他付随する業務

総務部 ・ 本資産運用会社の総務、人事等の経営管理に関する業務

・ コンプライアンス・オフィサー及びIT企画担当の補助業務に関する事項

・ 本投資法人の所轄官庁との各種折衝に関する業務

・ 本投資法人の投資主総会及び役員会の運営事務の補助に関する業務

・ 本資産運用会社の所轄官庁との各種折衝に関する業務

・ 本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業務

・ 本資産運用会社の社内諸規程等の立案及び管理に関する業務

・ 本投資法人及び本資産運用会社の情報管理に関する業務

・ 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する業務

・ その他付随する業務

経理部 ・ 本投資法人の経理に関する業務

・ 本投資法人の決算及び税務に関する業務

・ 本資産運用会社の経理に関する業務

・ 本資産運用会社の決算及び税務に関する業務

・ その他付随する業務

(ロ)　本資産運用会社の各組織の業務分掌体制

各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。
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組織・機関 主な業務の概略

財務企画部 a. 財務チーム

・ 本投資法人の予算の立案及び執行に関する業務

・ 本投資法人の投資口の発行、投資法人債の発行及び借入その他の資金調達に関する

業務

・ 本投資法人の余資の運用に関する業務

・ その他付随する業務

b. IR/PRチーム

・ 本投資法人の投資主等への情報開示に関する業務

・ 本投資法人の投資主等への対応に関する業務

・ その他付随する業務

コンプライア

ンス・

オフィサー

・ 本資産運用会社のコンプライアンスに関する業務

・ 本資産運用会社の内部監査に関する業務

・ 本資産運用会社の社内諸規程等の立案及び管理の審査並びにその遵守状況の確認に

関する業務

・ 本資産運用会社の各種稟議等の事前審査に関する業務

・ 本資産運用会社のコンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアルその他の

コンプライアンスに関する社内規程等の立案及び管理に関する業務

・ 本資産運用会社のコンプライアンス・プログラムの立案及び管理に関する業務

・ 苦情等の処理に関する業務

・ 本資産運用会社のリスク管理に関する業務

・ 法人関係情報の管理に関する業務

・ その他付随する業務

IT企画担当 ・ 本資産運用会社の情報管理関連規程の立案及び管理に関する業務

・ 本資産運用会社基本情報システム及び情報機器等の企画導入・保守運用・管理に関

する業務

・ 情報システム及び情報機器等の安全管理の整備・構築・運用に関する業務

・ その他付随する業務

（２）変更の年月日

2024年３月１日
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